
【読みあげ原稿（説明会時の実際の発言内容と異なる場合があります）】

●脱炭素・エネルギー政策課 脱炭素モビリティグループより、改正条例の自動車
の使用に関する届出部分についてご説明します。
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●ご存じのとおり、自動車はガソリン等の燃料をエンジンで直接燃焼させるため、
CO2等の自動車排出ガスが発生します。

●移動・輸送部門においても脱炭素化を進めるため、エネルギーを効率的に利用
できる「電動車」の導入を促進しています。

●国は、2035年までに「乗用車の新車販売で電動車を100％にする」という目標を
たてています。
大阪府では、それを５年前倒しして、2030年に「軽自動車を除き100％」、その中で
も、排気ガスを出さない「ゼロエミッション車を40％にする」という目標を定めました。

●しかし、現在の状況は電動車は40％程度、ゼロエミッション車は１％程度にとど
まっており、皆様のご協力をいただき取り組みを進めていく必要があります。
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●さきほどからお話ししている「電動車」について、ここで簡単にご説明します。

●まず④のHVをご覧ください。ガソリン車に、モーターと発電機、バッテリーがつい
た自動車です。
従来のガソリン車と同じように使用でき、燃費もよいので普及が進みつつあります。

●次に、①のEVをご覧ください。EVは、ガソリンのかわりに電気を充電して走る自動
車で、走行中に排気ガスを出しません。

●①と④の両方の機能を持つのが②のPHVであり、また、③のFCVはガソリンスタン
ドのように水素ステーションで水素を充填し、その水素で発電して走行します。

●これら４種類の車は、すべてバッテリーを持っており、電気で走ることができるの
で「電動車」といっています。なかでも、①②③は走行中の排出ガスがないので「ゼ
ロエミッション車」といっています。
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●バッテリーがあるとなぜ効率がいいのでしょうか。

●坂道やブレーキなど、タイヤが勝手に動くときに、その回転のエネルギーで発電
し、バッテリーにためておきます。

●車を走らせるときは、逆にバッテリーから電気を出してタイヤを動かすので、その
分、エネルギーを節約することができます。
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●効率的にエネルギーを利用できるので、ガソリン車やディーゼル車と比較すると、
CO2排出量も少なくなります。

●お示ししている資料では、電動車はガソリン車より約30％以上、CO2排出量が削
減されています。

●電気を充電するEVやPHVについては、太陽光発電など再エネを利用すれば、さら
に排出量が削減できます。
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●このように効率的にエネルギーを利用できる電動車の利用をさらに進めていただくため、
今回、届出制度を変更いたします。

●まず、届出が必要となる事業者様の要件についてです。①②の1500kL以上使用の事業
者様の要件は変更ありません。

●③の自動車使用の事業者様の要件については、軽自動車を除く台数について、「タク
シー事業者様は250台以上のところを75台以上」、「そのほかの事業者様については100台
以上のところを30台以上」と、届出が必要となる事業者様を拡大いたします。

●この30台以上という要件は「自動車NOx・PM法」の届出要件と同じですので、同法の届
出をされている事業者様は、府条例の届出もどうぞよろしくお願いいたします。

●この①②③の事業者の皆様について、届出内容の一部変更をお願いいたします。

具体的には、現在の届出では「重点対策項目」に「エコカーの導入」がありましたが、これ
を「電動車の導入」に変更します。

また、自動車の台数などの届出内容も変更しますが、こちらは次のページで詳しくご説明
します。

●なお、改正前の現在の届出では、③にのみ該当する事業者様、つまり、1500kLもエネル

ギーを使っていないけれど、自動車台数の要件だけで該当している、という事業者様につ
いては、面積が300㎡以上の事務所等について電気使用量などをご報告いただいていま

すが、これからは不要になります。自動車で利用するエネルギー量のみをご報告いただく
ことになります。
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●これが現在の改正前の様式です。

●燃料使用量と、自動車の保有台数をお書きいただいています。
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●こちらは、改正後の新しい様式です。まず、自動車の保有台数について、乗用
車・貨物車などを区別し、電動車の内訳台数のご記入をお願いします。

●また、軽自動車をお持ちの場合は、その台数についてもご記入ください。
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●また、保有台数だけではなく、その年度に新たに導入した自動車の台数も、電動
車の内訳とあわせてご記入をお願いいたします。
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●燃料使用量については、いままでどおりガソリンや軽油の使用量をご記入くださ
い。

●それに加え、自動車が使用する電気・水素の使用量もご記入をお願いします。

●電気・水素の使用量については、原則として自動車の走行距離から逆算した値
をご報告いただきます。そのための計算シートについては、次のページでご説明し
ます。

●ここでご説明したいことが２つあります。

●まず１つめ、電気使用量についてです。電気自動車は事務所で充電する場合が
多いのですが、①②号の届出要件である1,500kL以上のエネルギー使用事業者様

については、走行距離から算出した電気使用量をこの様式で計上し、これとは別の
様式でご報告いただく事務所での電気使用量も計上すると、ダブルカウントされて
しまいます。よって、1,500kL以上の事業者様については、この様式では電気使用
量を計上しないこととし、自動的に「横線」を表示するようにします。

●また、燃料電池自動車に充填する水素については、法律でCO2排出量を算定対

象外としていますので、府条例でも同様の取り扱いとします。使用量自体はご記入
をお願いするのですが、CO2排出量は計上しないこととし、「横線」を自動表示する
ようにします。

9



●電気・水素の使用量について、走行距離から逆算して算出するための様式です。

●個々の自動車の走行距離と、自動車メーカーのカタログ記載などに記載された
電費をご記入いただき、エネルギー使用量などを自動計算するものです。

●先ほど申し上げたとおり、1,500kL以上の事業者様については、ここで計算される

電気使用量は事業所の電気使用量とダブルカウントされてしまいます。このため、
CO2排出量には計上しないのですが、このシートへのご記入により自動車が使用す

る電気使用量等を見える化し、事業所全体の省エネにお役だていただければと思
います。
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●自動車についても届出内容が変更され、皆様にお手数をおかけいたしますが、
大阪府域の移動・輸送部門のゼロエミッション化・脱炭素化のため、ご協力をお願
いいたします

●ご清聴ありがとうございました
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